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いわき市における総合評価方式の実施について 

  

１ 総合評価方式の実施の背景 

近年、公共工事の入札においては、全国的に公共事業費の減少が続く中で競争の激化に伴う低価格での

入札が増加しており、その結果として、手抜き工事、下請け業者へのしわ寄せ、安全対策費用の削減など

の弊害が懸念される状況が生じていました。このような中、平成17年４月１日に、公共工事の品質確保の

促進に関する法律が施行され、公共工事について、技術力と価格を総合的に評価して落札者を決定する総

合評価方式の取組が求められるようになりました。 

総合評価方式は、一般的に、談合の防止や品質の確保が図られるなどのメリットがあるとされているこ

とから、本市においても、平成21年１月以降に入札公告した建設工事の案件で一般競争入札の方法により

発注するものの一部について適用を開始しています。さらに、平成22年９月には、本市発注の公共工事の

一層の品質確保等を図る観点から、総合評価方式の内容を拡充した上で、適用対象も拡大して実施するこ

ととなりました。 

しかしながら、東日本大震災の発生により、早期復旧・復興事業を図る観点から、総合評価方式の適用

については当分の間、工事内容の特殊性等を考慮して選定したものに限ることととしていましたが、「復

興・創生期間」の終了に伴い、令和３年４月１日より対象案件等を一部改定したうえで、総合評価方式に

よる入札を実施することとします。 

（令和７年４月１日より「特別簡易型」を新設しました） 

 

２ 制度の概要 

項 目 内          容 

対 象 案 件 

 一般競争入札を実施する建設工事で、１件当たりの設計金額が5,000万円（建築

一式工事においては7,500万円）以上のもののうち、総合評価方式で実施すること

に相当の理由があるとして選定されたものを対象とします。 

型 式 

・標準型  （設計金額が1億5,000万円以上で施工上の技術提案を求めるもの） 

・簡易型  （設計金額が7,500万円以上で技術提案を求めないもの） 

・特別簡易型（設計金額が5,000万円以上7,500万円未満のもの） 

評 価 項 目 

及び加算点 

・標準型   25項目（73.5点） 

・簡易型   24項目（53.5点） 

・特別簡易型 12項目（29.5点） 

評 価 値 の 

算 出 方 法 

技術評価点（標準点（100 点）＋加算点） ×1,000,000 

入札価格 

※ 評価値を算出する式の「×1,000,000」は評価値を見やすくするためのもの。 

落 札 者 の 

決 定 方 法 

入札価格が予定価格の制限の範囲内で失格基準に該当しない者のうち、評価値が

最も高い者（評価値が最も高い者が２者以上ある場合は、くじにより決定） 

確認書類の 

提 出 時 期 
入札書の郵送時 

（令和８年４月１日） 
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３ 総合評価方式に係る事務手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加者 学識経験者いわき市

入札書類等の郵送
（二重封筒）

外封筒
 ○技術評価点申請書
 ○技術評価点調書
 ○確認資料

対象工事の選定

落札者の決定・通知
入札結果の公表

契約書類の作成

契約の締結 契約の締結

契約内容の公表

落札者決定基準の設定
落札決定基準に

対する意見聴取　①

起工及び予定価格等の設定

入札参加資格の設定

入札公告
設計図書の販売・貸出

入札公告の確認
設計図書の購入・借受

設計図書に関する質問
設計図書に関する

質問への回答

内封筒
　○入札書
　○設計図書の
　　　購入・借受証明
　○工事内訳明細書
　○経審

技術評価点の評価及び審査

　意見聴取①において必要が
あると意見が述べられた場合
に、技術評価点の審査内容に
対する意見聴取　②

開札
（評価値の算出）
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４ 入札参加に係る郵送手続について 

※　通常の一般競争入札と総合評価方式では、次のような違いがあります。

　　１　入札書のほか、評価に関する書類も併せて郵送していただく必要があります。

　　２　郵送時には、入札書等（下図の【書類①】）は【中封筒】に、当該【中封筒】と

　　　技術評価点申請書等（下図の【書類②】）は【外封筒】に入れてください。

※　【書類①】を
　入れて封緘して
　ください。

 ※　【中封筒】と【書  

　 類②】を入れて封緘  　
　 してください。  　

 　
　 
　 　
　 　
　 　

※「宛先」及び「差出人」を記載した用
紙を必ず貼付してください。
（当該用紙は、公告時にホームページか
らダウンロードしてください。）

※　「第○号様式」は、いわき市建設工事に係る総合評価方式
　実施要綱の様式です。
※　各様式ごとに確認書類を一緒にホチキス止めしてください。

※「宛先」及び
「差出人」を記載
した用紙を必ず貼
付してください。
（当該用紙は、公
告時にホームペー
ジからダウンロー
ドしてくださ
い。）

【外封筒】

※　「総合評定値通知書」は開札日現在で有
　効なものを市に提出している場合は同封す
　る必要はありません。

【中封筒】

設計図書の
調達を証明
する書類

総合評定値
通知書

第３号様式

企業の技術
力に関する

調書

第４号様式

配置予定技
術者の技術
力に関する

調書

第５号様式

地域貢献等
に関する

調書

(添付書類)

CORINS竣工
時登録デー

タ等

(添付書類)

技術検定合

格証明書等

(添付書類)

契約書等
新聞記事等

郵 送

郵便事業株式会社

いわき支店
（局留め）

【書類①】

入札書

【書類②】

第２号様式

技術評価点
申請書

市における受け取り後の流れは、概ね次のとおりです。

１ 【外封筒】を開封して【書類②】を取り出し、それらに基づいて技術評価点を審査します。
※ 審査には２週間程度かかります。

２ 開札日に【中封筒】を開封し、１により算出した技術評価点と入札価格から「評価値」を算出します。
※ 評価値＝（技術評価点／入札価格）×1,000,000

３ 入札参加者の「評価値」を比較し、最も高い「評価値」の者を落札者とします。
※ 予定価格の制限の範囲内で、かつ失格基準に該当しない者のみ「評価値」を算出します。

※ 最も高い「評価値」の者が２者以上いる場合は、くじにより落札者を決定します。

市で郵便物
を受け取る

※ 郵送する書類や郵送の方法については公告に記載しますので、
必ず確認してください。

差出人 宛先

差出人
宛先

工事内訳書
明細書

第６号様式

施工計画に
関する調書

第７号様式

技術提案に
関する調書
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５ 落札者決定基準等  

 

⑴ 評価の方法 
入札参加者が提出した申請書等に基づき各評価項目を点数化した得点の合計（標準型については63.5

点、簡易型については43.5点、特別簡易型については28.5点を上限とする。以下「加算点」という。）に

標準点である100 点を加えた点数（以下「技術評価点」という。）を入札参加者の入札価格で除して得た

数値の大小をもって行います。 

 

 

 

 

⑵ 落札者の決定 
落札者等は、入札価格が予定価格の制限の範囲内で失格基準に該当しない者のうち、上記⑶により得ら

れた評価値が最も高い者とし、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより決定します。 

 

【落札者決定の例】 

   

  

（評価のイメージ） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価値 ＝  技術評価点（標準点（100 点）＋加算点）  ×1,000,000 

入札価格 

※ 評価値を算出する式の「×1,000,000」は評価値を見やすくするためのもの。 

評 価 項 目 配点 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

企 業 の 技 術 力 10.0 点 6.0 点 5.0 点 4.0 点 6.0 点 8.0 点 
配置予定技術者の技術力 5.0 点 4.0 点 4.0 点 3.0 点 2.0 点 3.0 点 

地 域 貢 献 等 14.5 点 9.5 点 10.0 点 11.5 点 6.0 点 5.0 点 
施 工 計 画 10.0 点 8.0 点 8.0 点 6.0 点 5.0 点 4.0 点 
技 術 提 案 20.0 点 13.0 点 15.0 点 18.0 点 11.0 点 16.0 点

加算点合計(A) 59.5 点 40.5 点 42.0 点 42.5 点 30.0 点 36.0 点

標 準 点(B) 100.0 点 100.0 点 100.0 点 100.0 点 100.0 点 100.0 点

技術評価点(C)=(A)+(B) 159.5 点 140.5 点 142.0 点 142.5 点 130.0 点 136.0 点

順    位 3 2 1 5 4

入 札 価 格(D) 178,000,000 187,000,000 190,000,000 175,000,000 176,000,000

順    位 3 4 5 1 2

0.7893 0.7593 0.7500 0.7428 0.7727

順    位 1 3 4 5 2

入 札 結 果 落札 ― ― ― ―

評価値(E)=(C)/(D)*1,000,000

落札者決定について、標準型の総合評価方式で行

った案件に、Ａ社からＥ社の５者が参加した場合を

例にとって説明します（技術評価点及び入札価格

は、一覧表のとおりであり、便宜上、すべての入札

価格が予定価格の制限の範囲内で失格基準に該当

しないものとします。）。 

評価値の大小は、右図の評価のイメージにおい

て、角度の大小で表されます。すなわち、技術評価

点が高くなるほど、又は入札価格が低くなるほど、

角度が大きくなり、評価値が高くなります。 

Ｄ社は、入札価格が最も低く、従来の一般競争入

札であれば落札者となりますが、技術評価点が低い

ため、角度が大きくなりません。 

Ｃ社は、技術評価点の得点が最も高いですが、入

札価格が高いため、角度が大きくなりません。 

落札者は、最も角度が大きい（評価値が最も高い）

Ａ社となります。 
角度 大＝評価値 高

0 (百万円)

入札価格
170 180 190175 185

130

140

135

145

技術評価点
　　　　　(点)

Ａ社

Ｂ社
Ｃ社

Ｄ社

Ｅ社

高
　
　
　
　
　
評
価
値
　
　
　
　
　
低

高　　　　　　　評価値　　　　　　　低
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６ 入札情報等の公表  

 ⑴ 入札公告 

入札公告文は、本庁及び各支所の掲示板に掲示するとともに、契約課窓口において閲覧に供し、及び市

ホームページに掲載します。 

入札公告には、当該工事が総合評価方式の対象工事であること、総合評価方式に関する評価項目及び評

価基準、総合評価の方法及び落札者の決定方法を明示します。 

 

 ⑵ 設計図書 

   入札公告後に、契約課窓口において閲覧及び貸出、契約販売店において販売を行います。 

 

 ⑶ 質問等への回答 

   一般競争入札の手続に準じます。 

 

 ⑷ 入札結果 

入札結果は、総合評価方式入札結果（第８号様式）及び総合評価方式評価結果（第９号様式）により公

表します。ただし、施工計画や技術提案の内容については、提案者の知的財産に関わるものであることか

ら、非公表とします。 

 

 

７ 評価内容の担保  

落札者が入札時に提示した施工計画、技術提案、建設キャリアアップシステムの利用及び市内業者の活用

等については、契約内容の一部として履行義務が生じます。したがって、その履行ができなかった場合は、

市と請負者の責任の分担とその内容を明らかにした上で、請負者の責による場合には、次のとおり取り扱わ

れます。 

 

 ⑴ 入札参加資格制限 

   内容に応じ、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱の規

定に基づく指名停止措置の対象となります。 

 

 ⑵ 工事成績評定点 

   いわき市工事成績評定要綱に基づき、工事成績の評定においてマイナス判定の対象となります。 

 

 

８ 工事費内訳明細書  

今回の総合評価方式の拡充に併せ、入札価格の積算根拠を明確にすることで適正な見積作業を促し、ダン

ピング防止や工事品質の確保を図る観点から、一般競争入札により契約するすべての案件を対象として、入

札参加者から入札時に工事費内訳明細書の提出を求めることとします。 

  なお、請負者については、いわき市工事請負契約約款第３条第１項の規定に基づき、契約締結後 14 日以

内に詳細な工事費内訳明細書を提出することとなります。 


